
市政ピックアップ

●
お
問
い
合
わ
せ
／【
原
動
機
付
自
転
車
、小
型
特
殊
自
動
車
の
変
更
な
ど
の
手
続
き
】市
民
課
住
民
係 

☎
２
６
‐
５
７
２
３
、各
総
合
支
所
地
域
振
興
課 

　
　
　
　
　
　
　
　
【
課
税
の
内
容
】市
税
務
課
税
制
係 

☎
２
６
‐
５
７
１
１ 【
納
税
の
相
談
】市
納
税
課
納
税
係 

☎
２
６
‐
５
７
１
９

軽
自
動
車
税
の
納
付
は
お
早
め
に

　

平
成
27
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通
知

書
を
発
送
し
ま
し
た
。
今
年
度
の
納
期

限
は
、
６
月
１
日
㈪
で
す
。
軽
自
動
車

税
は
月
割
り
課
税
の
制
度
で
は
な
い
た

め
、
１
年
分
を
１
回
で
納
付
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

納
税
義
務
者
は
４
月
１
日
現
在
の

所
有
者
で
す

　

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在
、

原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
、

二
輪
の
小
型
自
動
車
お
よ
び
軽
自
動
車

を
持
つ
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

４
月
２
日
以
降
に
名
義
変
更
や
廃
車

の
手
続
き
を
し
て
も
税
額
が
減
額
さ
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

変
更
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
の
手
続
き

　

軽
自
動
車
の
新
規
登
録
、
名
義
変
更
、

車
体
変
更
、
廃
車
な
ど
の
異
動
が
あ
っ

た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
手
続
き
が
必
要

で
す
。
名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続
き
を

し
な
い
と
、
所
有
者
で
あ
っ
た
方
に
毎

年
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
農
耕
作
業
用
自
動
車
（
農
耕
ト

ラ
ク
タ
ー
、自
脱
型
コ
ン
バ
イ
ン
な
ど
）

●
そ
の
他
で
の
手
続
き

◆
右
の
手
続
き
は
、
山
形
県
自
家
用
自

動
車
協
会
酒
田
支
部
（
日
の
出
町
一
丁

目
）
☎
２
４
‐
３
３
６
７
で
も
代
行
し

て
い
ま
す（
代
行
手
数
料
が
別
途
必
要
）。

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度

　

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
方
が
所
有
す

る
軽
自
動
車
な
ど
に
関
し
て
、
一
定
の

要
件
に
該
当
す
る
場
合
、
軽
自
動
車
税

が
減
免
さ
れ
ま
す
。
新
た
に
税
の
減
免

を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
５
月
25
日
㈪

ま
で
市
税
務
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
地

も
、
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
で
あ
り
、

諸
手
続
き
も
同
様
に
必
要
で
す
。

●
市
役
所
で
の
手
続
き

軽
自
動
車
な
ど
の

種
類

受
付
窓
口

原
動
機
付
自
転
車
・

小
型
特
殊
自
動
車

（
庄
内
ナ
ン
バ
ー
を

除
く
）

市
役
所
１
階
市
民
課

☎
２
６
‐
５
７
２
３
、

各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

新
規
登
録
／
所
有
者
の
印
鑑
、
車※
１

体
を

特
定
で
き
る
資
料

車
体
変
更
／
所
有
者
の
印
鑑
、
新
・
旧

車
体
の
車
体
を
特
定
で
き
る
資
料

名
義
変
更
／
新
・
旧
所
有
者
の
印
鑑
、

標
識
交
付
証
明
書
ま
た
は
車
体
を
特
定

で
き
る
資
料

廃
車
／
所
有
者
の
印
鑑
、
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
、
標
識
交
付
証
明
書
ま
た
は
車

体
を
特
定
で
き
る
資
料

※
１ 

車
体
を
特
定
で
き
る
資
料
／
標
識
交

付
証
明
書
、
販
売
証
明
書
（
車
体
番
号
な

ど
を
記
載
し
た
販

売
店
印
の
あ
る
書

面
）、
自
賠
責
保

険
証
書
、
車
台
番

号
の
石い
し

摺ず
り

、 

廃
車

証
明
書
な
ど

域
振
興
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

減
免
申
請
済
み
の
場
合
ま
た
は
す
で

に
減
免
を
受
け
て
い
て
申
請
内
容
に
変

更
が
な
い
場
合
は
、
申
請
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
減
免
を
受
け
ら
れ
る
車
両

は
普
通
自
動
車
を
含
め
１
台
だ
け
で
す
。

普
通
自
動
車
の
減
免
を
受
け
た
方
は
、

軽
自
動
車
税
の
減
免
消
滅
の
届
け
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
な
も
の
／
納
税
義
務
者
の
印
鑑
、

所
有
者
の
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
、
運

転
者
の
運
転
免
許
証
、
自
動
車
検
査
証

納
付
さ
れ
て
か
ら
１
か
月
以
内
の

納
税
証
明
書
の
交
付
申
請
に
つ
い
て

　

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
金
融
機

関
な
ど
で
支
払
っ
た
場
合
や
口
座
振
替

な
ど
の
納
税
確
認
は
、
最
長
で
２
週
間

か
ら
３
週
間
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

車
検
用
の
納
税
証
明
書
の
交
付
を
市

民
課
お
よ
び
各
総
合
支
所
で
申
請
す
る

場
合
は
、
納※
２

付
が
確
認
で
き
る
も
の
と

車
検
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
利
用
の
方
に
は
、
６
月
中

旬
に
同
証
明
書
を
郵
送
し
ま
す
。

※
２ 

納
付
が
確
認
で
き
る
も
の
／
記
帳
が

さ
れ
た
通
帳
や
領
収
書
な
ど

軽
自
動
車
な
ど
の

種
類

受
付
窓
口

二
輪
の
軽
自
動
車

（
１
２
５
㏄
を
超
え

２
５
０
㏄
以
下
）

全
国
軽
自
動
車
協
会
連
合

会
山
形
県
事
務
取
扱
所
庄

内
支
所（
三
川
町
）

☎
０
２
３
５
‐
６
８
‐
０
６

１
１

二
輪
の
小
型
自
動

車（
２
５
０
㏄
を
超

え
る
）

東
北
運
輸
局
山
形
運
輸
支

局
庄
内
自
動
車
検
査
登
録

事
務
所（
三
川
町
）

☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２

０
１
４

軽
自
動
車（
二
輪
を

除
く
）

軽
自
動
車
検
査
協
会
山
形

事
務
所
庄
内
支
所（
三
川

町
）

☎
０
５
０
‐
３
８
１
６
‐
１

８
３
６
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市政ピックアップ

酒田まつり 楽
しみ〜

平
成
27
年
度
・
28
年
度
の

軽
自
動
車
税
変
更
の
お
知
ら
せ

　

平
成
27
年
度
税
制
改
正
に
伴
い
、
本

紙
平
成
26
年
12
月
16
日
号
掲
載
の
「
平

成
27
年
度
・
28
年
度
の
軽
自
動
車
税
変

更
の
お
知
ら
せ
」
の
内
容
に
変
更
が
あ

り
ま
し
た
。

●
原
動
機
付
き
自
転
車
な
ど

　

原
動
機
付
自
転
車・
軽
二
輪
車・
小
型

二
輪
車・小
型
特
殊
自
動
車
な
ど
の
税
額

引
き
上
げ
が
１
年
間
延
期
さ
れ
ま
し
た
。

●
三
輪
・
四
輪
の
軽
自
動
車

　

平
成
27
年
度
か
ら
三
輪
・
四
輪
の
軽

自
動
車
税
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
ま

た
平
成
28
年
度
か
ら
「
最
初
の
新
規
検

査
年
月
か
ら
13
年
が
経
過
し
た
車
」
に

対
し
、
重
課
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

◆「
最
初
の
新
規
検
査
年
月
」
は
車
検

証
の
「
初
度
検
査
年
月
」
欄
に
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

車種区分 平成27年度税額 平成28年度以降税額

原動機付自転車

50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円

二輪の軽自動車（125cc超～250cc以下）
2,400円 3,600円被けん引自動車

雪上車

小型特殊自動車
農耕作業用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円

二輪の小型自動車（250cc超） 4,000円 6,000円

車種区分 今までの税率

新税額（平成27年度から） 重課税率※

（平成28年度から）
平成27年3月31日

以前に最初の新規
検査を受けた車

平成27年4月1日
以降に最初の新規
検査を受けた車

最初の新規検査年
月より13年が経過

した車
軽三輪 3,100円 3,100円 3,900円 4,600円

軽四輪
(貨物)

自家用 4,000円 4,000円 5,000円 6,000円

営業用 3,000円 3,000円 3,800円 4,500円

軽四輪
(乗用)

自家用 7,200円 7,200円 10,800円 12,900円

営業用 5,500円 5,500円 6,900円 8,200円

【平成28年度以降の新税額】

※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃
機関の燃料として用いる電力併用軽自動車は重課税率の対象外となります。

　

交
通
事
故
で
け
が
な
ど
を
し
た
会
員

の
方
へ
見
舞
金
を
支
払
う
交
通
災
害
共

済
は
、
加
入
者
の
会
費
で
運
営
さ
れ
る

助
け
合
い
制
度
で
す
。
随
時
受
け
付
け

し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
加
入
し
て
く

だ
さ
い
。

会
費
／
大
人
３
６
０
円
、
中
学
生
以
下

１
８
０
円

交
通
事
故
の
対
象
期
間
／
加
入
日
〜
平

成
28
年
３
月
末
ま
で

申
し
込
み
／
市
役
所
１
階
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
、
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課
へ

直
接

　

本
市
で
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
バ
ナ
ー
広
告
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

バ
ナ
ー
の
規
格
／﹇
サ
イ
ズ
﹈横
１
８
０

ピ
ク
セ
ル
×
縦
60
ピ
ク
セ
ル 

﹇
形
式
﹈

Ｇ
Ｉ
Ｆ
ま
た
は
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
形
式 

﹇
容

量
﹈20
キ
ロ
バ
イ
ト
以
下
▼
掲
載
期
間

／
１
か
月
単
位
▼
掲
載
料
／
１
枠
に
つ

き
月
額
１
万
円（
広
告
掲
載
前
の
一
括

納
付
）▼
申
し
込
み
／
申
込
書
に
掲
載

希
望
バ
ナ
ー
広
告
の
デ
ザ
イ
ン
を
添
付

し
て
市
政
策
推
進
課
広
報
広
聴
係
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
▼
受
付
期
間
／
随
時

◆
バ
ナ
ー
の
画
像
は
各
自
作
成
し
て
く

だ
さ
い
（
完
全
デ
ー
タ
入
稿
）。

◆
自
治
体
の
サ
イ
ト
で
あ
る
た
め
、
掲

載
で
き
な
い
場
合
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

市
民
相
談
室 

☎
２
６
‐
５
７
２
６

交
通
災
害
共
済
へ
の
加
入
は

お
済
み
で
す
か

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
政
策
推
進
課

広
報
広
聴
係 

☎
２
６
‐
５
７
０
６

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
広
告

を
掲
載
し
ま
せ
ん
か有料広告欄

●
お
詫
び
と
訂
正

　

本
紙
５
月
１
日
号
掲
載
の
記
事
に
誤
り

が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正

し
ま
す
。

○
11
㌻
「
出
前
講
座
を
お
届
け
し
ま
す
」

【
誤
】
申
し
込
み
／(

中
略)

6
２
６
‐
２
６

８
８

【
正
】
申
し
込
み
／(

中
略)

6
２
６
‐
３
６

８
８

○
13
㌻
「
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー 

各
種
講

座
の
受
講
者
を
募
集
し
ま
す
」

【
誤
】
基
本
の
料
理 

対
象
／
定
員
（
中
略
）

18
歳
以
上
40
歳
未
満
の
男
性

【
正
】
基
本
の
料
理 

対
象
／
定
員
（
中
略
）

18
歳
以
上
40
歳
未
満
の
料
理
初
心
者
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